
様式第 1号 (乙 )(第 2条関係 )

収 支 報 告 書

堺市議会議長    的場 慎―

議員氏名   三宅   達也

堺市議会政務活動費の交付に関する条例第 7条第 1項の規定により、令和5年度

政務活動費について次のとおり報告します。

収 入

支 出

様

令和6年5月  1日

(単位 円)

収 入 の 種 類 決 算 額 算 出 基 礎 等

l政務活動費 2,970,000 @270000円 X 11ケ月 2,970,000円

2そ の他 0 自己資金

収 入 合 計 2,970,000

使 途 項 目 決 算 額 左のうち政務活鶴
',費

充当額 備 考

調 査 研 究 費

研 修 費

要 請 ・ 陳 情 活 動 費

△
ム 議 費

資 料 作 成 費

資 料 購 入 費

広 報 ・ 広 聴 費

人

事 務

194,771 194,771

48,400

385,357

884,000

1,308,355

48,400

385,357

884,000

1,308,355

支  出
′

合  計 2,820,888 2,820,883
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様式第 10号 (第 6条関係 )

1

会  計 帳  簿

会派の名称・議員氏名

大阪維新の会堺市議会議員団 三 宅 達也

″

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請
・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 ,広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
整 理

番 号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

2023/5/10 5-1 60,000 -60,000 事務所家賃5月 支払い分 ③

2023/5/26 5-2 19,250 -79,250 ホームページ保守料 ⑦

2023/5/26 5-3 11,550 -90,800 事務所駐車場代6月 分 ⑨

2023/5/30 5-4 4,400 -95,200 読売新聞5月 分 ⑥

月 計 0 95,200 -95,200

累 計 0 95,200 -95,200

3



年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目 その他

2023/6/1 6-1 3,243 -98,443 事務所電気代5月 分 ⑨

2023/6/2 6-2 2,321 -100,764 ガノリン代6月 支払い分 ①

2023/6/9 540,000 439,236 政務活動費5.6月 分受入

2023/6/10 6-3 84,000 355,236 事務所家賃6月 支払い分 ⑨

2023/6/20 6-4 11,550 343,686 事務所駐車場代7月 分 ⑨

2023/6/20 6-5 65,000 278,686 事務員人件費6月 支払い分 ③

2023/6/26 6-6 3,796 274,890 事務所ネット接続代5月 分 ⑨

2023/6/27 6-7 4,400 270,490 読売新聞6月 分 ⑥

2023/6/29 6-8 3,243 267,247 事務所電気代6月 分 ⑨

月 計 540,000 177,553 362,447

累 計 540,000 272,753 267,247

)

様式第 10号 (第 6条関係 )

会  計 帳  簿

会派の名称・議員氏名

大阪維新の会堺市議会議員団 三 宅 達也

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)
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)

様式第 10号 (第 6条関係)

の

計  帳  簿

会派の名称・議員氏名

大阪維新の会堺市議会議員団 三 宅 達也

1 」

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次 の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

年月 日
整 理

番 号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目

その

他

2023/7/3 7-1 10,321 256,926 ガンリン代7月 支払い分 ①

2023/7/8 7-2 84,000 172,926 事務所家賃7月 支払い分 ⑨

2023/7/10 810,000 982,926 政務活動費78,9月 分受入

2023/7/10 7-3 2,455 980,471 携帯電話7月 支払い分 ⑨

2023/7/20 7-4 11,550 968,921 事務所駐車場代8月 分 ⑨

2023/7/20 7-5 91,000 877,921 事務員人件費7月 支払い分 ③

2023/7/26 7-6 3,796 874,125 事務所ネット接続代6月 分 ⑨

2023/7/28 7-7 4,400 869,725 読売新聞7月 分 ⑥

月 計 810,000 207,522 602,478

累 計 1,350,000 480,275 869,725

■ ■■

■ ■■
■■
■■
■■
■■

■

■

■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会  計 帳  簿

会派の名称・議員氏名

大阪維新の会堺市議会議員団 三宅 達也

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次 の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、①人件費、

③事務・事務所費)

年月日

整 理

番 号
収入額 支出額 残額 内容 項 目

その

他

2023/8/1 8-1 3,243 866,482 事務所電気代7月 分 ⑨

2023/8/2 8-2 5,284 861,198 ガゾリン代8月 支払い分 ①

2023/8/2 8-3 29,390 831,308 沖縄視察 株式会社エアトリR5/7/20～ 21 ①

2023/8/10 8-4 2,158 829,650 事務所水道使用料8月 支払い分 ⑨

2023/3/10 8-5 84,000 745,650 事務所家賃8月 支払い分 ⑨

2023/8/10 8-6 2,444 743,206 携帯電話8月 支払い分 ⑨

2023/8/19 8-7 91,000 652,206 事務員人件費8月 支払い分 ⑥

2023/8/25 8-8 5,126 647,080 事務所電話代8月 支払い分 ③

2023/8/28 8-9 3,796 643,284 事務所ネット接続代7月 分 ⑨

2023/8/29 8-10 11,550 631,734 事務所駐車場代9月 分 ⑨

2023/8/29 3-11 4,400 627,334 読売新聞8月 分 ⑥

2023/8/31 8-12 3,837 623,497 事務所電気代8月 分 ⑨

月 計 0 246,228 -246,228

累  計 1,350,000 726,503 623,497

■
■
■
■

■
■
■

■
■
■

■

■

■
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様式第 10号 (第 6条関係)

会  計 帳  簿

会派の名称・議員氏名

大阪維新の会堺市議会議員団 三宅 達也

|こ の

務所賃借料など)

2 「項 目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次 の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費 )

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

2023/9/4 9-1 8,256 615,241 ガノリン代9月 支払い分 ①

2023/9/4 9-2 17,140 598,101 沖縄視察バジェントレンタカー7/20～ 21 ①

2023/9/4 9-3 2,331 595,770 沖縄視察ガノリン代7/20～ 21 ①

2023/9/4 9-4 4,600 591,170 沖縄視察駐車場代7/20～ 21 ①

2023/9/4 9-5 16,632 574,538 adobe acropro ⑨

2023/9/8 9-6 84,000 490,538 事務所家賃9月 支払い分 ⑨

2023/9/11 9-7 2,407 488,131 携帯電話9月 支払い分 ⑨

2023/9/20 9-8 91,000 397,131 事務員人件費9月 支払い分 ③

2023/9/21 9-9 11,550 385,581 事務所駐車場代10月 分 ⑨

2023/9/26 9-10 3,796 381,785 事務所ネット接続代8月 分 ⑨

2023/9/29 9-11 4,400 377,385 読売新聞9月 分 ⑥

月 計 0 246,112 -246,112

累 計 1,350,000 972,615 377,385

■

■

■

■

■
■
■

■
■
■

■
■
■

7



様式第 10号 (第 6条関係 )

会   計

の

帳  簿

会派の名称・議員氏名

大阪維新の会堺市議会議員団 達 也三 宅

1

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次 の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

2023/10/2 10-1 2,991 374,394 事務所電気代9月 分 ⑨

2023/10/2 10-2 3,980 370,414 沖縄視察高速代7/20～ 21 ①

2023/10/2 10-3 8,710 361,704 ガンリン代10月 支払い分 ①

2023/10/10 810,000 1,171,704 政務活動費101112月 分受入

2023/10/10 10-4 2,158 1,169,546 事務所水道使用料10月 支|ム い分 ◎

2023/10/10 10-5 84,000 1,085,546 事務所家賃10月 支払い分 ⑨

2023/10/10 10-6 2,462 1,083,084 携帯電話10月 支払い分 ⑨

2023/10/21 10-7 91,000 992,084 事務員人件費10月 支払い分 ③

2023/10/23 10-8 11,550 980,534 事務所駐車場代 11月 分 ⑨

2023/10/25 10-9 4,774 975,760 事務所電話代10月 支払い分 ⑨

2023/10/26 10-10 3,796 971,964 事務所ネット接続代9月 分 ⑨

2023/10/28 10-11 4,400 967,564 読売新聞10月 分 ⑥

2023/10/31 10-12 2,836 964,728 事務所電気代10月 分 ⑨

月 計 810,000 222,657 587,343

累 計 2,160,000 1,195,272 964,728

■ ■■

■

■

■ ■

■
■
■

■

■
ヽ
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会   計 帳  簿

会派の名称・議員氏名

大阪維新の会堺市議会議員団

の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次 の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

達也三 宅

年月 日
整理

番丹
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

2023/11/2 11-1 9,097 955,631 ガノリン代 11月 支払い分 ①

2023/11/10 11-2 84,000 871,631 事務所家賃11月 支払い分 ⑨

2023/11/10 11-3 2,439 869,192 携帯電話11月 支払い分 ⑨

2023/11/13 11-4 1,000 868,192 行政視察参加者負担金 富山県朝 日町 ①

2023/11/13 11-5 2,000 866,192 あさひまちバス回数券 富山県朝日町 ①

2023/11/20 11-6 91,000 775,192 事務員人件費 11月 支払い分 ⑥

2023/11/20 11-7 11,550 763,642 事務所駐車場代12月 分 ③

2023/11/27 11-8 3,796 759,846 事務所ネット接続代10月 分 ③

月 計 0 204,882 -204,882

累 計 2,160,000 1,400,154 759,846

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

大阪維新の会堺市議会議員団 三宅 達也

に の

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、①会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)

年月日
整理

番号
収入額 支出額 残額 内容 項 目 その他

2023/12/1 12-1 2,854 756,992 事務所電気代■月分 ⑨

2023/12/2 12-2 4,400 752,592 読売新聞■月分 ⑥

2023/12/4 12-3 2,560 750,032 ガソリン代12月 支払い分 ①

2023/12/9 12-4 84,000 666,032 事務所家賃12月 支払い分 ③

2023/12/11 12-5 2,091 663,941 事務所水道使用料 12月 支払い分 ③

2023/12/11 12-6 2,432 661,509 携帯電話12月 支払い分 ⑨

2023/12/20 12-7 11,550 649,959 事務所駐車場代1月 分 ⑨

2023/12/20 12-8 91,000 558,959 事務員人件費12月 支払い分 ③

2023/12/25 12-9 4,375 654,584 事務所電話代12月 支払い分 ⑨

2023/12/25 12-10 4,400 550,184 読売新聞12月 分 ⑥

2023/12/26 12-11 1,458 548,726 セロテープ代 ⑨

2023/12/26 12-12 1,386 547,340 プリンターインク代 ⑨

2023/12/26 12-13 3,796 543,544 事務所ネット接続代H月 分 ◎

2023/12/29 12-14 2,727 540,817 事務所電気代12月 分 ⑨

月 計 0 219,029 -219,029

累 計 2,160,000 1,619,183 540,817
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会  計 帳  簿

会派の名称・議員氏名

大阪維新の会堺市議会議員団 三宅 達也

の る 。

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報 。広聴費、③人件費、

⑨事務・事務所費)

年月 日
整理

番号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目 その他

2024/1/4 1-1 5,432 535,385 ガソリン代1月 支払い分 ①

2024/1/4 1-2 13,504 521,881 視察ガンリン代 富山県朝日町 ①

2024/1/4 1-3 16,720 505,161 視察高速代 宮山県朝日町 ①

2024/1/6 1-4 7,459 497,702 郵送代84× 111通 ⑦

2024/1/10 810,000 1,307,702 政務活動費1.2.3月 分受入

2024/1/10 1-5 84,000 1,223,702 事務所家賃1月 支払い分 ⑨

2024/1/10 1-6 2,416 1,221,286 携帯電話1月 支払い分 ⑨

2024/1/20 l-7 91,000 1,130,286 事務員人件費1月 支払い分 ③

2024/1/23 1-8 11,550 1,118,736 事務所駐車場代2月 分 ⑨

2024/1/24 1-9 78,320 1,040,416 市政報告印用可代 ⑦

2024/1/24 1-10 41,888 998,528 封筒代 ⑦

2024/1/24 1-11 3,000 995,528 「支え合い交通」の視察資料代 ①

2024/1/26 1-12 4,400 991,128 読売新聞1月 分 ⑥

2024/1/26 1-13 3,796 987,332 事務所ネット接続代12月 分 ⑨

月 計 810,000 363,485 446,515

累 計 2,970,000 1,982,668 987,332

■
■
■

■

■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会 計 帳 簿

会派の名称・議員氏名

大阪維新の会堺市議会議員団

の

三 宅 達也

1

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務 。事務所費 )

年月 日
理

号

整

番
収入額 支出額 残 額 内容 項 目

その

他

2024/2/1 2-1 5,409 981,923 事務所電気代 1月 分 ⑨

2024/2/2 2-2 7,972 973,951 ガノリン代2月 支払い分 ①

2024/2/2 2-3 238,440 735,511 メール便50× 5961通 ⑦

2024/2/9 2-4 84,000 651,511 事務所家貸2月 支払い分 ⑨

2024/2/13 2-5 2,091 649,420 事務所水道使用料2月 支払い分 ③

2024/2/13 2-6 2,429 646,991 携帯電話2月 支払い分 ⑨

2024/2/20 2-7 91,000 555,991 事務員人件費2月 支払い分 ⑥

2024/2/20 2-8 11,550 544,441 事務所駐車場代3月 分 ⑨

2024/2/26 2-9 3,796 540,645 事務所ネット接続代1月 分 ⑨

2024/2/26 2-10 5,429 535,216 事務所電話代2月 支払い分 ⑨

2024/2/27 2-11 4,400 530,816 読売新聞2月 分 ⑥

月 計 0 456,516 -456,516

累 計 2,970,000 2,439,184 530,816

■
■

■
■

■
■

■
■
■
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様式第 10号 (第 6条関係 )

会   計 帳  簿

会派の名称・議員氏名

大阪維新の会堺市議会議員団 三宅 達也

年 月 日

整理

番号
収入額 支出額 残 額 内容 項 目

そ の

他

2024/3/4 3-1 5,724 525,092 ガンリン代3月 支払い分 ①

2024/3/4 3-2 3,831 521,261 事務所電気代2月 分 ⑨

2024/3/4 3-3 6,045 515,216 視察高速代 飛騨高山 同乗3名 ①

2024/3/4 3-4 2,320 512,896 視察ガソリン代 飛騨高山 同乗3名 ①

2024/3/4 3-5 9,810 503,086 視察宿泊代 飛印高山 ①

2024/3/4 3-6 1,500 501,586 視察坊主車場代 飛騨高山 ①

2024/3/4 3-7 1,960 499,626 l見察ガンリン代 京丹後市 同乗3名 ①

2024/3/9 3-8 84,000 415,626 事務所家賃3月 支払い分 ③

2024/3/H 3-9 2,419 413,207 携帯電話3月 支払い分 ③

2024/3/H 3-10 13,794 899,413 視察宿泊代 京丹後市 ①

2024/3/19 3-11 91,000 808,413 事務員人件費3月 支払い分 ③

2024/3/19 3-12 11,550 296,868 事務所駐車場代4月 分 ③

2024/3/26 3-13 3,796 293,067 事務所ネット接続代 2月 分 ◎

2024/3/28 3-14 4,400 288,667 読売新聞3月 分 ⑥

2024/3/29 3-15 61,460 227,207 ノー トPC ◎

2024/3/30 3-16 38,500 188,707 事務所テープル・イス ⑨

2024/3/31 3-17 6,986 181,721 PCモ ニター ◎

2024/3/31 3-18 11,618 170,103 ハードディスクライター,メ モリ代 ◎

2024/3/31 3-19 20,986 149,117 シュレンダ~ ③

月  言イ 0 381,699 -381,699

累  計 2,970,00o 2,820,883 149,117

イこ

務所賃借料など)

2 「項目」欄には、堺市議会政務活動費の交付に関する条例別表に規定されている政務活動

費の使途項目を記載する。 (次 の番号の記載でも可)(①調査研究費、②研修費、③要請

・陳情活動費、④会議費、⑤資料作成費、⑥資料購入費、⑦広報・広聴費、③人件費、

③事務・事務所費)
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参考様式第 1号

雇用状況報告書

会派の名称 。議員氏名  大阪維新の会堺市議会議員団 三宅 達也

 

 

  

〒

堺

令和 5年 5月  1日 令和 6年 3月  31日

И直接雇用    □その他 (派遣等 )

27.5時間 / 週  (1日   5。5 時間X 5日  / 週)

□月額  回日額  □時給 130,000 円

図政務活動  □政党活動  図後援会活動  □( )活動

□勤務実態をもとに算定

(週勤務時間数の うち政務活動にかかる時間) 19。 25 時間

(週勤務時間数)   27.5 時間70
% □職務内1容をもとに算定 ※下記参照

―

図生計を―にしない親族  □第二者  □その他 (

※議員―と被雇用者の関係は、生計を一にしていないことを条件とする。

)

平日のみ勤務 (桃山台近隣センターの状況から土曜日出勤)を基本として、出勤日及び勤務時間帯は、必要に

応じて合意の上で変更を行う。政務活動に限定して活動しているが、切り分けることが判別しにくい政務活動

以外の活動 (地域住民との会合、毎月 3時間程度、後援会帳簿整理週 1時間程度)と 8時間以上行っていない

状況に照らして念のため70%の核分にて算定

また月間の労働時間が、時給換算して大阪府の最低賃金を下回るような事の|な いように休日にて調整する事と

する。

※雇用契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出
―
すること。

※職務内容をもとに算定する場合の按分率

職務1内容 按分率

政務活動+後援会活動 1/2
政務活動+後援会活動十政党活動 1/3

(上記以外の1活動がある場合は、その活動を含めて分母の数とする。〉
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)

参考様式第 2号

雇 用 契 約 書

,

ふりがな   生 年 月 日

氏   名  

現 住 所
大阪府堺市

TEL

下記の条件で契約します。

雇用期間 令和 5年  5月  1日 か ら  令和 6年  3月 31日 まで

就業場所 堺市南区桃山台 3-1-2

仕事内容 政務活動にかかる補助および関係書類の作成等

就業時間

(休憩時間)

午前 10時 30分から 午後 5時 00分まで

( 正午から年後 1時までの 1時間 )但し業務の都合上就業時間休憩時間を変更する場合がある。

休   日 日曜 日、月曜 日、祝 日 但し業務の都合上就業日を変更する場合がある。

給与 (賃金) 月額 130,000円

給与支払 月末締翌月 20日 支払い

給与振込先 三井住友銀イ〒 

上記契約期間満了をもつて本契約を解消する。

契約書は 2通作成 し、双方が各 1通 を保管する。

雇用者

被雇用者

日↑る年年_く

~月
 /

多えィ立セ
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参考様式第5号

出 勤 簿 (  2023  年   5   月 )

氏

日 曜 日 始業時間 終業時刻
労働時間

備  考
基 本 時間外

1 月

2 火

3 水

4 木

5 金 11:00 17:30 05:30

6 土 10:30 17:00 05:30

7 日

8 月

9 火 10:30 17:00 05:30

10 水 10:30 17i00 05:30

11 木 10:30 17:00 05,30

12 金 10:30 17:00 05i30

13 土 1ヽ:30 18:00 05:30

14 日

15 月

16 火 10:30 17:00 05,30

17 水 10:30 17:00 05:30

18 木 11:00 17:30 05:30

19 金 1ヽ i00 17:30 05:30

20 土 11:00 17,30 05:30

21 日

22 月

23 火 10:30 17:00 05:30

24 水 イ可:00 17:30 05:30

25 木 11:00 17:30 05:30

26 金 10,30 17:00 05!30

27 土 11:00 17:30 05:30

28 日

29 月

30 火 10:30 17:00 05:30

31 水 10:30 17:00 05:30

合計 104:30 0:00

出勤日数 19日
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参考様式第5号

出 勤 簿 ( 2023  年   6   月 )

労働時間日 曜 日 始業時間 終業時刻

基 本 時 間 外

備  考

1 木 10130 17:00 05:30

2 金 10:30 17:00 05:30

3 土 10:30 17:00 05:30

4 日

5 月

6 火 11,00 17:30 05:30

7 水 10:30 17:00 05:30

8 木 10:30 17:00 05,30

9 金 10:30 17:00 05:30

10 土 11:00 17:30 05:30

11 日

12 月

13 火 11:30 18:00 05:30

14 水 11:30 18:00 05:30

15 木 11100 17:30 05:30

16 金 11:00 17:30 05:30

17 土 10:30 17:00 05:30

18 日

19 月

20 火 11:30 18100 05:30

21 水 10:30 17100 05:30

22 木 10:30 17:00 05:30

23 金 10:30 17:00 05:30

24 土 10:30 17:00 05:30

25 日

26 月

27 火 13:30 17:00 02:30

28 水 10:30 17:00 05:30

29 木 10:30 17:00 05:30

30 金 10:30 17,00 05:30

合計 118:00 0100

出勤日数 22   日
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参考様式第5号
出 勤 簿 ( 2023  年   7   月 )

労働時間
日 曜 日 始業時間 終業時刻

基 本 時 間 外

備  考

1 土 10:30 17:00 05:30

2 日

3 月

4 火 11:00 17:30 05:30

5 水 11:00 17:30 05:30

6 木 11:00 17:30 05:30

7 金 11:00 可7:30 05:30

3 土 10:30 17:00 05:30

9 日

10 月

1ヽ 火 10:30 17:00 05:30

12 水 10:30 17:00 05:30

13 木 10:30 17:00 05:30

14 金 10:30 17:00 05:30

15 土 10:30 17:00 05:30

16 日

17 月

18 火

19 水 11:30 可8:00 05:30

20 木 10:30 17:00 05:30

21 金 10:30 刊7:00 05:30

22 土 10:30 17:00 05:30

23 日

24 月

25 火 10:30 17:00 05:30

26 水 10:30 17:00 05:30

27 木 10:30 17100 05130

28 金 10:30 17:00 05:30

29 土 10:30 17:00 05:30

30 日

31 月

合計 110:00 0:00

出勤日数 20   日

18



参考様式第5号
出 勤 簿 (  2023  年   8   月 )

労働時間
日 曜 日 始業時間 終業時刻

基 本 時 間 外

備  考

1 火

2 水 11130 18,00 05:30

3 木 10:30 17:00 05:30

4 金 10:30 17:00 05:30

5 土 10:30 17:00 05:30

6 日

7 月

8 火 10:30 17:00 05:30

9 水 10:30 17:00 05i30

10 木 10:30 17:00 05:30

11 金

12 土 11:00 17:30 05:30

13 日

14 月

15 火

16 水 10:30 17:00 05:30

17 木 10:30 17:00 05:30

18 金 10:30 17:00 05:30

19 土 10:30 17:00 05:30

20 日

21 月

22 火 10130 17100 05:30

23 水 10:30 17:00 05:30

24 木 10:30 17:00 05:30

25 金 10:30 17:00 05:30

26 土

27 日

23 月 10:30 17:00 05:30

29 火 10:30 17:00 05:30

30 水 10:30 17:00 05:30

31 木 刊0:30 17:00 05:30

合計 110:00 0:00

出勤日数 20日
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参考様式第5号
出 勤 簿 (  2023  年   9   月 )

労働時間

― 本 時 間 外

備  考日 曜 日 始業時間 終業時宏ll

17:00 05:301 金 10:30

17:00 05:302 土 10:30

日3

4 月

5 火 11100 17:30 05130

6 水 10130 17:00 OSi30

05:307 木 10:30 17:00

05:303 金 10:30 17100

17:00 05:309 土 10130

10 B

月11

12 火 11:30 18:00 05:30

13 水 11:30 1800 05130

14 木 10:30 17:00 05:30

05:30iS 金 10130 17:00

OSi3016 土 10:30 17:80

17 日

18 月

19 火

17100 OS:3020 水 10130

ホ 10:30 17:00 05:3021

22 金 11:00 17130 05:30

23 土

24 日

25 月

26 火 11100 17:30 05i30

05:3027 水 11:00 17130

05:3028 木 10:30 17:00

05:3029 金 10:30 17鯛

05:3030 土 10,30 17:00

110100 0,00合計

20  日出勤日数
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参考様式第5号
出 勤 婢 ( 2023  年   10  月 )

労働時間
日 曜 日 始業時間 終業時刻

透 不 隔 閥 外

備  考

1 日

2 月

05:303 火 11:30 18:00

05:304 水 11,30 18:00

5 木 10130 17:00 05:30

6 金 10i30 17:00 OS:30

7 土 11:00 17:30 05:30

8 日

9 月

10 火

0513011 水 奪a30 17:00

05:3012 木 10:30 17:00

金 10:30 17:00 05:3013

土 10:30 竜7100 05,3014

lS 日

16 月

17 火 11100 17:30 05:30

18 水 10i30 17100 05:30

19 木 10:30 17:00 05:30

20 金 10:30 17:00 05:30

05:3021 止 10:30 17:00

22 日

23 月

火 11:00 17:30 05:3024

25 水 10,30 17:00 05:30

26 木 10130 1700 05:30

27 金 10i30 17:00 05:30

28 土 11:30 18:00 05:30

29 日

30 月

31 火 11:30 18:00 05i30

110:00 0100合計

20   日出勤日数
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参考様式第5号
出 勘 簿 ( 2023  年  11   月 )

,

労働時間

基 本 時 間 外

備  考日 曜 日 始業時間 終業時刻

1 水 11:00 17:30 05:30

2 木 10:30 1,:00 06:30

3 金 11100 17:30 05:30

4 土 130 18:00 05:30

3 日

OSi306 月 10i30 17:00

7 火

8 氷

9 木 11:00 17:30 OS:30

10 金 11:60 17:30 05:30

11 土 11:00 17f30 05:30

12 日

13 月

14 火 10:30 17:00 05:30

17:00 05i3015 水 10:30

本 10130 17ЮЮ 05:3016

金 17100 05:3017 10130

18 土 10:30 17:00 05:30

19 日

20 月 10:30 17:00 05i30

21 火

22 水 10:30 17:00 05:30

23 木

24 金 10:30 17:00 OSi30

25 土 10:30 17100 05:30

26 日

27 月

17:30 OSt3028 火 11:00

水 11:00 17:30 05:3029

木 11:00 17:30 0513030

合計 110:00 0100

出勘日数 20 日
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参考様式第5号
出 勤 簿 ( 2023  年  12  月 )

労働時間

基 本 口幹間外

曜 日 始業時間 終業時宏1 備  考

1 金 05i3011:00 17:30

2 土 05:3011:30 18100

3 日

4 月

5 火 10:30 17:00 05i30

6 水 10:30 17!00 05:30

7 木 10:30 17:00 05130

8 05:30金 10:30 17:00

9 土 05:3010:30 17100

10 日

11 月

12 火 05:3011100 17:30

13 水 11100 17:30 05:30

14 木 11:00 17:30 05:30

15 05:30金 11:00 17:30

16 05:30土 11:30 18:00

17 日

18 月

19 火 05:3011100 17:30

20 水 05:3041:00 17:30

21 木 05:3011:00 17:30

22 金 05:3011100 17:30

23 土 05:3011:00 17【30

24 日

25 月

26 火 10:30 17:00 05:30

27 水 11:00 17:30 05:30

28 木 11:00 17:30 05:30

29 05:30金 11:00 17:30

30 土

31 日

115:30合計 0:00

出勤日数 21  日
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参考様式第5号

出 勤 簿 ( 2024  年   1   月 )

労働時間日 曜 日 始業時間 終業時刻
本 時間外

備  考

1 月

2 火

3 水

4 木 11:30 18:00 05:30

5 金 増1:00 17:30 05,30

6 土 11:00 17:30 05:30

7 日

8 月

9 火

10 水 10:30 05,3017:00

11 木 11:00 05:3017:30

12 金 11:00 17:30 OS:30

13 土 11:30 18:00 05,30

14 日

15 月

16 火 10:30 17:00 05130

17 水 11:00 17:30 05130

18 木 11:00 05:3017:30

19 金 11:00 17:30 05:30

20 土 1 li00 05:3017:30

21 日

22 月

23 火 10:30 17100 05i30

24 水 11:00 17:30 05:30

25 木 1ヽ:00 17:30 05:30

26 金 11:00 17:30 05:30

27 土 11:30 18:00 05130

28 日

29 月

30 火 11:00 17:30 05130

31 水 11100 17:30 05:30

合計 104!30 0100

出勤日数 19  R

24



参考様式第5号
出 勤 簿 ( 2024  年   2   月 )

労働時間
日 曜 日

基 不 時 間 外

備  考始業時間 終業時刻

1 木 11100 17130 05:30

2 金 11:00 17:30 05:30

3 土 05:3011130 18100

4 日

5 月

6 火 05:3010:30 17:00

7 水 可1:00 17:30 05:30

8 木 11:00 17:30 05:30

9 金 11:00 17130 05:30

10 土 11:30 18:00 05:30

11 日

12 月

13 火

14 水 05i3011:00 17:30

16 木 17:30 05,3011100

16 金 05:3011:∞ 17:30

17 土 05i3011:30 18:00

18 日

19 月

20 05:30火 10:30 17:00

21 05:30水 11:00 17:30

22 木 05:3011:00 17:30

23 金

24 土 05,3011:30 18:00

25 日

26 月

27 火 05:3011:00 17:30

28 水 17190 05:3011:00

29 木 17:30 OS:3011:00

合計 104:30 0:00

出勤日数 19日
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参考様式第 3号

事務所 (使用)状況報告書

会派の名称 。議員氏名  大阪維新の会堺市議会議員団 三宅 達也

管理責任者

(議員名 )

三宅 達也

事務所名 みやけ達也市政事務所

所在地

〒590-0141

堺市南区桃山台 3丁 1-2

TEL 072( 299 )0777

兼用の有無

□自宅兼事務所  図専用事務所 (賃貸借契約先    )

他用途 との兼用

図 有 ⇒

□ 無

□私的使用

□後援会事務所

図政党活動事務所

□会社等 (関係団体)

延べ面積
40.0

m
賃借料

月狗買  120,000

(政務活動費充当額

円

84,000 円)

政務活動事務所

として使用する

割合

70
%

(次のいずれかの説明方法を選択)

図使用面積による  使用面積

□使用時間による  月

28 ポ/延べ面積 (ポ )

時間のうち    時間

事務所関連経費

按分比率など

維持管理

経費

図電気代・・・ 70%  図水道代 。・・ 70%
ロガス代・・・  %  罷固定電話代・・・ 70%
図その他 (ネ ット回線、ネット電話)・ ・・ 70%

駐車場

賃借料

70  %

月額    16,500 円

(政務活動費充当額 ■9550 円)

【所在地】   同上

所有区分
□生計を―にしない親族  図第二者  □その他 (

※議員と貸主の関係は、生計を―にしていないことを条件とする。

)

備  考

※事務所・駐車場を賃借する場合は、賃貸借契約書またはそれに代わる書類の写しを併せて提出すること。
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事業用建物貸貸借契約書

平成 23年 10月 5日

管 主
.様 ―

式 会 社 西 上 建 設
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事 業 用 建 物 賃 貸 借 契 約 書

(物 件 の 表 示)

貸主 (甲 )  と、借主 (乙)三宅達也 は今般、下記条項を承諾のうえ、

上記物件に関する事業用建物賃貸借契約を締結する。

第 1条 (使用 目的の制限)

1。 乙は、本物件を 堺市政相談所 としての業務のために使用 し、甲の書面による

承諾のない限 り、他の用途に使用 してはならない。

2.乙は本物件の全部又は一部を、他の者へ譲渡・転貸及び使用させてはならない。

名   称 桃山台店舗一部

所 在 地 大阪府堺市南区桃山台 3丁 1番 2号

種   類 図 店舗・回 事務所・回 工場 。
□ 倉庫・□ その他 (   )

構   造

□ 木造・□ 鉄骨造 。
図 鉄筋コンクリー ト造 。

国 鉄骨鉄筋コンクリー ト造

・回その他 (  )

地下 0階 。地上 2階建

屋   根 □ 瓦葺 。
図 陸屋根 。

ロ カラーベス ト葺・□ 鋼板葺・□ その他 (  )

契 約 対 象

面   積

回壁芯

国内法

建物 1階部分 40. 00ポ 備考

1階  82,71ド の一部

40. 00ポ建物 2階部分 m

m

合  計 40. 00ピ

所有名義人

 

堺

備   考
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第 2条 (賃貸借期間)

賃貸借期間は平成 23年 11月 1日  より 平成 26年 10月 81日 迄の 3年間

とする。

契約時の 1ケ月に満たない賃料等は、1ケ月を30日 として日割り計算とする。た

だし、退去の際は日割りの清算は行わないものとする。

第 3条 (賃料 。消費税等)

1.賃料・消費税等は下記の通りと定め、支払うものとする。

2.支 払方法

3商店会費・駐車場の支払い

商店会費・駐車場代は 別途、桃山台商店会と契約締結とする。

第 4条 (賃料の更改 )

賃料は、甲・乙協議のうえ改定するものとする。但 し、この改定が、土地 !建物に対

する租税公課・消費税の増減、物価の変動、又は近隣の賃料に比較 して不相当にな

つた場合は、これ等の事情を勘案 して、当事者間にて、その増減額を決めるものと

する。

第 5条 (礼金)

本契約の礼金として、乙は甲に金 也 (内消費税等相当額 )を支

払 うものとする。この礼金は、返還されないことを乙は承諾した。

賃   料 賃 料 H。24.11月 より 支払い時期・方法

月額  100,000 円

内消費税等相当額 41 762円

月額 117,000 円

内消費税等相当額 5, 572円

毎月10日までに当月分を

回鯵 図腿 □

支払期日

支払方法

【● 】
上記の賃料等は、毎月10日 までに当月分を下記の方法により支払うものとする。

ただし、振込み費用等は乙の負担とする。

【   】

【●】銀行振込・ 【 】自動引落 ・ 【 】甲へ持参 ・ 【 】その他( )

振込先

三井住友銀行 泉北とが支店
預金種目

【●】普通 ,【 】当座

フ リ ガ ナ 口 座 番 号

受取人名義
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第 6条 (契約の更新 )

甲乙は標記契約期間満了の l ヶ月前迄に、任期満了日及び選挙を考慮 し、改

つて契約更新を行う。但し、乙の任期満了の日まで本契約は賃貸借期間を延長する
ことができる。

第 7条 (解約の申し入れ)

当事者間の都合により本契約を解約するときは、甲は 6ヶ月前迄に、乙は 3ヶ 月前

迄に書面にて通告することを要するものとし、この場合、本契約は、通告の期間満

了と同時に、終了するものとする。

第 8条 (諸費用の負担)

電気・水道 。電話・商店会費・駐車場等は乙の負担 とする。

第 9窪

慧凝皐賓雑 _ ま、乙と連帯して本契約に基づく乙の債務―し刀につ

いて履行の責を負 うものとする。

第 10条 (乙の代表者変更の場合)

乙の代表者 (法人等への名称の変更、法律上又は事実上本物件を使用 し、支配する

責任者を含む)が変更 した場合は、乙は、直ちにその旨を書面にして甲に届出なけ

ればならない。

第 11条 (立ち入 り)

甲は、本物件の維持・修繕あるいは管理 。保安上必要がある場合は、これに立ち入

る事が出来るものとする。

この場合、原則 として、事前に乙へ連絡するものとするが、火災等の緊急の場合は、

この限 りでない。

第 12条 (無断造作等の禁止)

1.乙は、甲の承諾なくして本物件へ、原状を変更する設備 。改造 。造作・撤去等

の行為をしてはならない。乙は甲に図面等を提示したうえ、甲の承諾を得るも

のとする。

2.前項の工事に要する費用は、一切乙の負担とし、退去の時は、乙は原状回復し

明け渡さなければならない。

第 13条 (修理等),
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1,本物件の屋根、柱、壁、梁、床等主要構造部の維持保全に必要な修理費は甲の負

担 とし、出入日、窓、給排水設備 。電気・照明設備等付属設備の修理は、乙の負

担において行なうものとする。

2.乙は、本物件につき修繕を必要とする箇所を発見 したときには、速やかに甲へ通

知 しなければならないものとする。

3.乙は、本物件及び諾造作設備の自らの負担において実施する場合であつても、そ

の修理方法についてはあらかじめ甲の書面による承諾を得なければならない。

第 14条 (賃借人の管理義務 )

乙及びその関係者は本物件の使用に際し、本契約条項及び甲の注意を守 り、善良な

る管理者の注意をもつて、その保管の責に任ずるものとする。

第 15条 (損害賠償)

1.乙の賃貸期間中は、乙及びその関係者、又は第二者にあつても、本物件に破損、

滅失、その他の損害を与えた場合は、乙は直ちにその旨を甲に連絡 し、甲の蒙っ

た損害を賠償 しなければならない。

2.本物件の賃貸借に関連 して、他の貸借人へ損害を与えた場合は、当事者間におい

て善処するものとする。

3。 天災及び人災の如何を問わず、直接甲の責に帰することの出来ない理由により、

乙が受けた損害については、甲は賠償の責を負わぬものとする。

第 16条 (禁止事項)

乙は、本物件にて下記の行為をしてはならない。

(1)近隣に迷惑を及ぼすこと。

(2)甲 の許可を得ないで本物件外部へ看板の設置又はこれに類似 した掲示をすること。

(3)甲 の許可を得ないで、動物及びペット類を飼育すること。

(4)甲 の許可を得ないで、本物件へ汚物、爆発物、悪臭を発する物、引火のおそれの

ある物、その他 他人へ迷惑や、構造物へ危険を及ぼす物を持ち込んだり、製造、

保管すること。

(5)違法行為及び公序良俗に反する一切の行為

第 17条 (契約の消滅 )

次の各号の一に該当することがあったときは、本契約は終了するものとし、その結

果生じた損害について、甲乙相互に損害賠償の請求をしないものとする。

(1)天災地変、火災その他甲および乙のいずれの責に帰すことのできない事由により

本物件の全評または一部が滅失もしくは毀損して本物件の使用が不可能になつ
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たとき。

(2)法令等公権力の行使、関係官庁の指導等による本物件の収用、取り払い、使用禁

止等の事由が発生したとき。

第 18条 (契約解除)

甲は、乙が次の各号の一つでも該当したときは、何 ら催告をしないで本契約を解除

することが出来、乙は無条件にて本物件を明渡すものとする。

万一、乙がこれに従わない場合は、甲は、勝手に本物件の使用不能処理をとるとと

もに、本物件内の乙の設備、造作、その他一切の物品を自由に処分出来るものとし、

このことに関して乙は一切異議を申し立てず、いかなる損害の請求をも放棄するも

のとする。又それらの処分に要した費用は乙の負担 とする。

(1)賃料を 2ヶ 月以上支払わなかった場合または 5回以上滞納 したとき

(2)本契約 1条 。12条・14条 。16条・18条に違反 したとき。

(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社整理、会社更生手続開始の申立てを受け、

又は、申立てをなしたとき

(4)仮差押、仮処分、強制執行、競売の申し立てを受けたとき

第 19条 (明渡 し)

1。 本物件の明渡 しに際しては、乙は本物件に加えた、造作、設備等を撤去 し、賃貸

借契約成立当時の原状に復するものとする。また美装クリーニングを乙の費用で

行 うものとする。但し、甲の許可ある場合は、無償で留置 してもよいものとする。

乙はその代価を甲に求めてはならない。

2.乙 は、その明渡 し期 日までに原状回復工事を行い甲の承諾を得なければならない。

3。 明渡 しに際して、乙は、甲に契約書及び鍵全部を返還するとともに、公共料金の

領収書を提示 しなければならない。

4.賃貸借契約が終了したにもかかわらず、乙が明渡 しを完了 しない場合は、乙は明

渡 し完了の日迄賃料等の倍額を甲に支払 うものとし、甲が別途損害を蒙った時は、

その損害をも賠償 しなければならない。

第 20条 (規定外事項)

本契約に定めのない事項については、関係法規ならびに慣習に従 うものとし、甲・

乙は各々信義を重んじ、良識を以つて協議のうえ解決するものとする。

第 21条 (本契約に関する紛争 )

本契約に関し甲・乙間に紛争が生 じたときは、物件所在地の裁判所を管轄裁判所と

することを、甲と乙は予め合意するものとする。
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特約事項

1.本物件に対 して損害賠償責任保険を付保 し、万一火災等により本物件が滅失、毀

損 した場合は、この保険給付金にて補填するものとする。

2.乙が、本件物件に看板を設置する場合は、甲に対 し、事前に書面を以つてその内

容を通知 し、甲の承諾を得なければならない。

3.本物件の近隣よリクレーム等が発生した場合は、乙は誠意をもつて対応 し、甲に

一切の迷惑をかけないものとする。

4.甲 は、お客様駐車場内で生じた乙のお客様 。従業員等の自動車の衝突、人身事故、

盗難・天災等による事故被害に対 して、その責任を負わないものとする。

5。 お客様駐車場に 従業員・スタンフ等の駐車を禁止するものとする。

6。 堺市政相談所 として使用するものとし、選挙事務所 として使用 してはならない。

7.消費税率改訂の場合は、その改訂年月より消費税額は変更されるものとする。

33



本契約の証として、本書弐通を作成 し、各自署名捺印して各々壱通保有する。

平 成 2 3年 10月 5日

住   所  堺市

貸   主

(甲 )

借   主

(乙 )

連帯保証人

仲介者

氏

　

電
　
　
　
住

　

　

氏

　

電

住
　
　
氏

　

　

電

(丙 )

名  

話  

ド ｀

所%升

名 ガ多毛υ
話   θ/2-291´ 〔)7π 7

所埒字

名 
話 

免 許 番 号

名   称

代表者氏名

所 在 地

電   話

取引主任者

登 録 番 号

免 許 番 号

名   称

代表者氏名

所 在 地

電   話

取引主任者

登 録 番 号

大阪府知事(2)第 51403号

株式会社 西上建設

代表取締役 西上孔雄

堺市南区檜尾 471番 地 1

072-297-0725
西上 孔雅

(大 ,反)第 095565号

大阪府知事(1)第 53840号
株式会社 ニシケンホームセンター

代表取締役 西上治之

堺市南区桃山台 2丁 3番 4号
072-298-2340

西上 未友紀

(大 ,反)第 098991号

仲介者
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変更契約書

貸主 (甲 ) と借主 (乙)三宅達也は、平成23年 10月 5日 付けで締結した事業用建物賃貸借契約書 (以下「契約書」といぅ。)の一部を変更する契約を
次のとおり締結する。

1,契約書第 3条 1項、賃料‐消費税は下記の通りと定め、支払 うものとする。
月額120, Ooo円 (内消費税等相当額 8, 389円 )

2.本契約の効力は、平成 26年 4月 1日 から生じるものとする。

この契約の締結を証するため、本書 2通を作成し、甲乙上記名押印の上、各 1通を保
有する。           ‐ ― … … ……

平成26年12月 28日

貸 主 (甲 ) 永所
　
名
　
話

住

氏

電

　

住

氏

電

 

借 主 (乙 ) 所 詈争
名 ぅ だュこ各 ヒ
話 ν7z_フ Pア

ー∂戸〆戸
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変更契約書

貸主 (甲 ) と借主 (乙)三宅達也は、平成 23年 10月 5日 付けで締結

した事業用建物賃貸借契約書 (以下「契約書」という。)の一部を変更する契約を

次のとおり締結する。

1,契約書第 2条、賃貸借期間を平成 26年 11月 1日 より平成 27年 4月 30日迄
の6ヶ 月とする。

2.契約書第 3条 1項、賃料・消費税は下記の通りと定め、支払うものとする。
月額 120, 000円 (内消費税等相当額 8, 889円 )

3.特約事項 6項を抹消する。

4,本契約の効力は、平成 26年 11月 1日 から生じるものとする。

この契約の締結を証するため、本書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1通を保

有する。

平成26年 9月 30日

貸 主 (甲 ) 必名 ｀
所

名

話

　

所

名

話

住

氏

電

　

住

氏

電

 

借 主 (乙 )

少ア2‐ ノ77′ ク́グ/
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変更契約書

貸主 (甲) と借主 (乙)三宅達也は、平成 23年 10月 5日 付けで締結
した事業用建物賃貸借契約書 (以下「契約書」という。)の一部を変更する契約を
次のとおり締結する。

1.契約書第 2条、賃貸借期間を平成 27年 5月 1日 より平成 31年 4月 30日 迄
の4年とする。

2.本契約の効力は、平成 27年 5月 1日 から生じるものとする。

この契約の締結を証するため、本書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1通を保
有する。

平成27年4月 30日

貸 主 (甲 ) 募所

名
　
話

住

氏

電

　

住

氏

電

借 主 (乙 )

   

所τ
′

名 多彦
話  ′/ノ

″ ノ?7ヽ プ″/″
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変更契約書

貸主 (甲 ) と借主 (乙)三宅達也は、平成23年 10月 5日 付けで締結
した事業用建物賃貸借契約書 (以下「契約書」という。)の一部を変更する契約を

次のとおり締結する。

1.契約書第 9条、連帯保証人 (丙)を  に変更する。連帯保証人 (丙)は
乙と連帯して本契約に基づく乙の債務一切について履行の責を負 うものとする。

4.本契約の効力は令和 2年 9月 11日 から生じるものとする。

この契約の締結を証するため、本書 2通を作成し、各自記名押印の上、各 1通を保

有する。

令和2年9月 H日

貸 主 (甲 ) 妹す所

店

話

　

所

名

話

　

所

名

話

住

氏

電

　

住

氏

電

　

住

氏

電

借 主 (乙 )

連帯保証人 (丙 )

     

 

クタ

プみ ヱ ι
 

芽子や
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駐車場賃貸借契約書

十
,

区画番号 :

桃山台31駐車場
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第 1条

第 2条

駐 車 場 賃 貸 借 契 約 書

所 在 地 :堺市南区桃山台三丁 1番31号

名  称 : 桃山台31駐車場

区画番号 :

上記物件 (以下本物件という)について貸主と借主とは

下記条項により、駐車場賃貸借契約を締結した

借主は善良なる管理者の注意をもつて本駐車場を下記車両の駐車場として

使用するものとし、他の目的に使用してはならない。

また、貸主に無断で契約車両以外を駐車してはならない。

なお、貸主及び管理会社は借主に対し管理上必要な場合において駐車位置

を変更する事ができるものとし、借主はこれを承諾するものとする。

本駐車場の使用期間

令和 4 年 4 月  1 日から

令和 5 年 3 月 31 日まで

車 両 車 種 形 式

車 両 登 録 番 号

賃貸借の期間は上記の 1年間とする。 期間満了の際、双方 1ケ月前

の更新の拒絶がなければ、この契約期間はさらに 1年間延長されるもの

とし、その後も同様とする。

2.借主は本契約において、借地法・借家法の適用がないことを承認し、

期間満了の際の更新の拒絶には、何らの正当理由も要しないことを、

貸主、借主は相互に認識する。

3,こ の契約期間中に於いても、付近の環境の変化及び貸主の都合により

貸主より駐車場の明渡し要求があれば、 1ケ月以内に立退くこととする
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第 3条    賃料は月額 <<金 15, 000円 と消費税>>也 とし、毎月末日までに翌月分

を貸主の指定す る下記振込先に振込手数料を借主負担で支払 うこととす る。

指定す る振込先 :  りそな銀行  泉北 とが 支店

口座番号 :  普通

国座名義 :  日生ハ ウジングl抑 代表取締役 三好 明

第 4条

第 5条

2,貸主及び管理会社は、賃料の受領による領収証を借主には発行しない

ものとする。

3.消費税等の税率が変動した場合は、賃料の消費税等も変動するものとする。

なお、消費税を加算した後の合計使用料に小数点以下の端数が発生する場合

は端数を切り捨てるものとする。

貸主は、借主が賃料等の支払を怠つたときは、年 14.6%の 割合で

計算した損害金を請求できるものとし、請求にかかる費用は借主の負担

とする。

借主は本契約にかかる債務を担保するため、契約と同時に

を保証金として貸主に支払い、貸主はこれを受領した。

保証金は無利息とし、この契約書生頭かり証とする。

2.借主に賃料の延滞その他の債務が生じたときは、貸主は催告無しに本保証金

をこれに充当することができる。尚、これにより保証金に不足が生じた場合、

借主は直ちに不足額を補填しなければならない。

3.本契約終了後、借主が貸主に対し、本駐車場の明渡しを完了した場合、

貸主は借主に保証金を返還する。

但し、前項 2の不足額及び第 9条の費用及び第 11条による損害賠償が

ある場合は、これを差し引いて返還するものとする。

但 し、3ヶ 月未満の解約に有つては保証金の全額を引金として申受ける

ものとします。尚、上記返還方法は振込又は現金によるものとし、振込

の場合振込手数料は借主の負担とする。  借主に対する敷金の返還期日

は、明渡し精算金確定後 lヵ 月以内に行 うものとする。

公租公課、物価の変動又は近隣の状況に応じ貸主は賃料を変更すること

ができるものとし、借主は異議なくこれに応じるものとする。

第 6条
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第 7条

第 8条

第 9条

第 10条

第 11条

第 12条

借主は本駐車場施設を常に清潔に使用するものとし、消防法その他の

法令等により危険物として指定されている物品の持込、その他自動車

の洗浄及び、近隣への迷惑行為を一切 してはならない。

本契約の締結によつて生 じた借主の駐車場使用、その他の権利は一切

他人へ譲渡できない。

契約期間満了、その他によつて契約が終了したときは、借主は遅滞なく

契約車両を引取ること。 借主が契約車両の引取りを拒み、又は、引取

らない場合は、貸主イ只llで適切に処理することができるものとし、これに

要する費用は借主の負担とする。

駐車場で天災地変・火災・盗難その他貸主の責に帰すことが出来ない

事由により借主が被つた損害については、貸主は何等責任を負わない

ものとする。また、借主の駐車すべき場所、もしくはこれに至る経路等

に他の車両等が無断もしくは駐車違反した為、借主の使用が妨げられた

場合においても貸主及び管理会社は借主に対し何ら補償、損害賠償等の

義務を負担しないものとする。

借主又はその代理人・使用人・運転者 。同乗者等の責に帰すべき事由

により、駐車場又はその施設や駐車場の他の車に損害を与えたときは

借主は速やかにその損害を賠償しなければならない。

この場合貸主は一切の責任を負わない。

借主が下記①から⑤の項目に該当したときは、貸主は催告なしに本契約を

解除することができ、借主は直ちに本駐車場の明渡しをしなければならな

い。

① 賃料の支払いを滞納したときは、保証金の有無にかかわらず本契約は、

当然に解除されるものとし、借主は即刻にこの物件を明渡さなければ

ならない。

② 本契約に際し提出した申込書に虚偽事項を記載するなど、不正な行為に

ようて契約締結に至ったと判明したとき。

③ 仮差押・仮処分 。強制執行・破産・解散 。和議・会社整理・収監が

なされたとき。

④ 借主又はその代理人・使用者・運転者等が、暴力団、暴力団関係団体、

総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員であることが判明

したとき。
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⑤ 本契約書記載の条項の何れかに違反 した場合。

尚、借主は契約期間中といえども、止むを得ず本契約を解除する必要

がある場合、ェケ月必前に申し出てェ窪迎に必雲な豊類を蛍主に必ず

提出すること。

【提出する書類】 (車庫証明を要している方のみ保管場所変更の手続き)

◎転出先の保管場所証明又は、受入れ先の使用承諾書の写し

◎廃車した場合は車検証の写し (抹消)

但し、借主の都合により契約を解除する場合は、賃料の前納金の返金

はしないこととする。

第 13条

第 14条

第 15条

第 16条

第 17条

第 18条

借主は契約期間中、駐車場施設を利用 しなかった場合においても、前

払いした使用料を返還請求することは出来ない。

駐車施設の補修、改善の為、借主が駐車施設を一時使用出来ない場合

においても、借主は貸主に前払い使用料の返還を請求出来ない。

但 し、その期間が 1週間を越える場合には、貸主・借主の協議の上、

決定するものとする。

借主は、第 1条記載の車両を変更しようとする時は、予め書面をもっ

て貸主に申し出て、その承認を得なければならない。

その後、改めて車両入れ替えの為、車庫証明を得なければならない。

車庫証明取得のための保管場所使用承諾証明書発行手数料は 1回につき

部娩 7, 50‐0円 と消費税>>と し、借主は貸主へ支払 うものとする。

なお、消費税を加算 した後の合計金額に小数点以下の端数が発生する場

合は端数を切 り捨てるものとする。

契約の際の入庫時は口割計算とするも、解約出庫時は日割計算をしな

いものとする。

借主は、貸主が本駐車場賃貸借契約の貸主の地位を第二者に承継させる

ことを異議無く承諾する。

本駐車場の賃貸借に関する紛争の第一審管轄は、貸主の所在地を管轄

する地方裁判所と合意する。

借主が死亡し、同居家族が引き続き表記駐車場を賃借する場合は、新た

に賃借人を定め、新たな契約を締結するものとする。

第 19条
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2.借主において、法人組織の変更、法人契約を個人契約、または個人契約を

法人契約に切 り替えるときは、新たな契約を締結するものとする。

第 20条 本契約書に定めのない事項については法令慣習等に従い、貸主借主協議

の上誠意をもつて対応するものとする。

《特約》 1。 本駐車場は貸主と日生ハウジング爛 との間で管理契約を締結してお り

賃料支払い及びその他の処理・通知事項は日生ハウジング爛が窓日となります。

2.車庫使用承諸書発行に関しては、車両制限等がありますので、事前に

日生ハウジング爛に確認を要するものとします。

3.賃料の支払 1こ銀行 日座からの自動引き落 としを選択する場合、 |き 落 とし手

数料として月額 150円 が発生 します。

上記契約の証として本契約書2通を作成し、貸主・借主各1通を保有する。

令和 4年 4月 1日

貸主 氏名 __拠山台旦1駐車場管理組合

借 主 住所_∠

氏名 ラ る

Tel  彦″/ユ ウノ7
―ブ″′

仲介・管理業者 住所 ._…堺!工苗匹竹城台■I■ttZ量

商号   日 滋 オ_然本会

代表者 Ⅲ……逮 _取締役__二妊 ..餌

Tel 072-293-9
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誓 約 書

貸主 (甲 )リヒ山台 31駐車場管理組合 様

私、三宅 達也 は、本契約を締結するにあたり、甲に対 し、予め以下について誓約

致 します。

1,自 らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若 しくはこれ らに準ずる者又はその

構成員 (以 下総称 して 「反社会的勢力」 とい う)ではないこと。

2,自 らの役員 (業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ らに準ずる者をい う)

が反社会的勢力ではないこと。

3.反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結 しようとするものではない

こと。

4.自 ら又は第二者をして、次の行為をしないこと。

①甲に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

②偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害 し、又は信用を毀損する行為

5,本物件を暴力団事務所 (暴力団の活動拠点となっている施設又は施設の区画され

た部分をい う。以下同じ)と して使用 しないこと及び第二者をして暴力団事務所

として使用 させないこと。

6.本契約を締結 した後において、前各項の何れかに蔦反することが判明したときは、

次の各号について何 ら異議を述べないこと。           ｀

①甲が本契約について解除その他一切の措置をとること。

②前号の措置について甲及び仲介業者に対 し如何なる請求もしないこと。

以上、誓約致 します。

令和 4 年 ″月 / 日

住所

氏名 ゲみ ヱる
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1

参考様式第 4号

出張報告書

令和 5年 iO月 1口

大阪維新の会堺市議会議員団

会派の名称・議 昌氏ネ 三宅 達也

出張報告は下記のとお りです。

記

的 本市の実証実験で行われている自動運転技術について全国で先駆けて実施 されて

いる産業総合研究所での実証実験を通 じ、現在まで 2か所 (石川県輪島市、福井

県永平寺町)の視察を行つた。今回は泉北でも事業体として行つているコンツー

シアムによる官民連携での令和 3年から国土交通省の地域公共交通確保維持改

善事業費補助を活用 した事業で実際に自動運転車両に乗車し、その後の実装やそ

れぞれの市町村での課題聴取や活用について視察を行つた。

また本市 と同じく音楽ホ▼ルの貸 し出しを行つている沖縄市の 「音市場」と市

史編纂事業の一環 とした 「戦後資料展示館 ヒス トリー ト」について施設見学と活

用については本市類似施設への新たな提案に向け現地視察を行つた。

2.期  間 令和 5年 7月 20日 (木)～ 7月 21(金 )

3,日 程 等

目

月  日 時 刻 出張先 (都市・施設名等 )

7月 20日 (木 ) 13時～14時 ヒ谷町議会 全体協議会室

月  日 () 14時～15時半 浜地区 美浜シャ トルカー ト乗車

7月 21日 (金 ) 10時～H時 沖縄市戦後文化資料展示館ヒス トリー ト

月  日 () 11時～13時半
中の町 A地区第一種市街地再開発地

及び ミュージックタゥン音市場
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4.面談者

北谷町 議会事務局 議事課長

議事課 議事係長

北谷町 総務部企画財政課企画調整係長

企画調整係

建設経済部 都市計画課 課長

区画整理係長

チャタモ ビ合同会社 代表・職務執行者

  (  )

  (  )

  (  )

  (  )

  (  )

  (  

  (  )

ヽ

沖縄市 議会事務局議事課 課長補佐兼調査係長

主事

沖縄市役所 総務部総務課 市史編集担当

沖縄国際大学 総合文化学部 非常勤講師

　

　
　

　
　

　
　

(  )

 

 )

沖縄市役所 経済文化部 文化芸能課 音楽芸能係

ミュージックタゥン音市場

主任主事

館長

係長

 
 
 

(  
 )
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5.報告内容 【調査内容や成果等について、具体的に記載すること】

○北谷町自動走行への取 り組みについて

役場を訪れて自動運転技術導入取 り組みの以前に社会受容性をより理解を深めるために戦後

のまちのありようについて細かいご説明をいただいた。北谷町は米軍の施設や基地が街の 3分

の 2以上を占め①戦後の帰村、②基地返還、③土地区画整理事業、④公有水面埋立事業がまち

づくりのありようのすべてと言つてもよく基地返還による西海岸の埋立事業による観光産業や

市民の公園整備事業による北谷運動公園 20。 8財、アメリカンビレッジ 22,7財、フィッシャリ

ーナ地区 14.5財が基地返還あわせて開発が行われた。戦前から町は農業や漁業が主要産業で

はなく現在 も軍関係の産業や観光によるところが主要である、そ うした理由で西海岸のそれぞ

れの移動を結ぶ移動手段が課題でこの間の移動手段を自動運転による連絡 と回遊をすすめる手

段を模索 していた。

地方公共交通維持は北谷町だけでなく全国でも課題で自治体の持ち出し、運転手の高齢化、

他産業での人材の取合い、新規のな り手不足による自動運転技術への期待は国、国土交通省の

進めるコンパク トシティプラスネ ットワーク、ICT活用で現実的に可能な段階に入つている。

これ らが体系的に北谷町では位置づけられて西海岸サンセットビューライン構想、都市計画マ

スタープランの令和 5年 3月 改定、地域公共計画の令和 5年 3月 策定によつて地域内モビリィ

ティと観光 Maas導入が目的でも前述 している地域公共交通確保維持事業費補助金、補助率

100%約 1980万 円を活用 して車両導入、ルー ト整備が進んでいる。

実際に乗車 してみて電磁誘導方式は一般道で導入するには駐車、停車車両を避けながら課題

が多く駐車車両や私自身が長 らく導入を要望 している一般車道ではなく町が所有 している市有

地、アメリカンビレッジ、北谷運動公園、サンセットビーチ、アラハ ビーチを結ぶルー トであ

り、多 くの観光客は美浜公共駐車場に無料で駐車 して域内をこの自動運転カー トで移動する手

段が好評でアメリカンビレッジでショッピング、ビーチでアクティビティー等を連絡 し無料で

運用 している。

また民間委託によるチャタモビ合同会社は Maas事業として有料でプレー トつきの車両を5

台運用 し、 4台の車両をカーシェアレンタルを行いながら有料のラス トマイルの活用を企業広

告をつけたスモールモビリィティがさっそ うと走行 し、街の風景に溶け込むカラフルな擬装で

親 しまれていた。実証の事業としてグリーンスローモビヅィティ (GSM)と しては大型観光バス

に比べると安価な電動カー トでC02削 減の環境保護、交通渋滞の緩和、 ドライバーの飲酒運

転に対する対策等一定の成功をしてお り、コースや 目的地の充実による利用者増、広告収入以

外の安定 した収入の確保が期待される。

たびたびわたくし自身が提案主張 してしヽる、泉北ニュータウンの緑道を活用 した地域交通と

して観光収入があるとはいえ市有地において実際に運用 している GSMと して十分に本市でも活

用できると実感 した事業であり今後の路線バスの縮小紺策や高齢化著 しいニュータウンのラス

トワンマイル姑策の活路になる。

遠隔監視による無人運行も再掲するが緑道 とい うたぐいまれな、いわゆる車両が通行しない

道路を活用す ることで安全性はさらに高めることができる。

福井県永平寺町のいわゆる一般車両が通行 しない専用道路道路もそ うであつたように両市が

49



GSMが官民連携で活用 しているように再度、泉北緑道での実証実験を提案 し、現在実証実験中

のオンデマン ドバスと合わせて活用することで公共交通の充実につなげる提案を行つていきた

い。

○沖縄市戦後文化資料展示館 ヒス トリー トについて

この展示館に伺 うきつかけになったのは戦後間もなくの生活について生の状態の記録として

展示されていることから沖縄市の米軍の基地との距離を置 くことなく記録としての展示に徹 し

ているとことで沖縄市の戦後がうかがえることで視察を行つた。子供のころまだ存在 したよう

な家電の展示やその展示館の位置する場所もコザゲー ト通 りに位置 し、米軍キャンプ地へと連

なる、沖縄返還を経てあくまで中立に先の大戦後の沖縄市 と米軍の関係性を垣間見えることで

きる。ご案内いただいた恩河氏は沖縄国際大学の講師の先生で大阪公立大学の学生との交流に

ついて毎年ゼ ミを通 じて行つていることや夏休みなどにはこの展示館を訪れるそ うである。

当初市史編集 とい うわた しのイメージはハー ドカバーの立派で大きな書物のイメージがあり、

市民だけでなくなかなかとっつきにくいイメージであつたが、もちろん沖縄市市史としての書

物の存在 もあるが、展示館として無料で資料館 として学生や観光客が訪れている状況でボラン

ティアのガイ ドの協力もあり本視察のあいだにも多くの来館者が見受けられた。展示物を通 し

て沖縄の身近な戦後の生活を目の当たりにしてなおかつ観光としての視点などはとかく形式的

になる市史編纂事業 としても本市でも議論の余地はあると考えられる。

○ミュージックタウン音市場について

「中の町 ミュージックタウン整備事業」の事業 目的として中心市街地の再開発計画の中での一

環 として提案 されている。米軍基地経済 との共存の背景はそもそもの県民、市民の音楽文化エ

イサー、沖縄民謡、民俗芸能など独 自の個性的な 「沖縄音楽文化」の発展があつたが、全国の

中心市街地の課題 と同じく郊外型大型商業施設による開発の影響、存またベ トナム戦争後の景

気後退地 と先の中心市街地再開発事業 「中の町 A地区第 1種市街地再開発事業」 とあわせて衰

退の打破する計画からうまれている。 ミュージックタウン整備事業は沖縄市、後述の中の町 A

地区再開発は独立法人都市再生機構が狭降で老朽化 した建物密集の課題解決に向けて行われ

た。

当日はこの中の町 A地区の再開発地である先のヒス トリー トがある空港通 り (ゲー ト通 り)ゴ
ヤ十字路中央パークアベニューに囲まれた商店街も視察 したが空き店舗は縮小 している現状を

見ることができた。また商店街の中に沖縄市が運営する沖縄市音楽資料館 「おんがく村」でも

コザの音楽の歴史に触れることができる。

音市場は 1階部分吹き抜けの広場はイベン トに使 うことができ屋根があるため雨天の折もステ

ージなど活用ができるその奥にはエイサー会館がテナン ト入 りしている。指定管理者による運

営で週末は有料、無料の様々なイベン トでホールは埋まっていた。土地柄酷暑の夏季には子供

向けの映画が放映 されクールスポットとして活用 されている。

特筆すべきは主催団体によつてはライブハ ウスとしてアルコールや食事をとることも可能で

主催団体の責任において警備、清掃、原状復帰を条件 としてホールを貸 し出していることから
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非常に主催者には好評であると仄聞するとともに場所柄、土地柄もあリタ刻にはほぼ周 りの店

舗でもアルコールが販売されてお り街の活性化に一役かつている。

経営状態としてはコロナ禍の影響が 3か年に及んでお り、令和 3年度では音楽広場、スタジオ

の稼働率が 17%と 利用者 1553人 と悪い状態であったが令和 4年度はホールのイベン ト利

用が予定されないときは市民に無料の映画、クールスポットとして開放 しているためホールの

稼働率は 100%と し、音楽広場 47%、 スタジオ利用が 3266人 とコロナ以前に回復 しつ

つある。

先にも述べたが沖縄県出身のアーティス トがホールを利用 してコンサー トを行 うことが中心

市街地の利便性 と活性化 と相まって好評であり、屋外の音楽広場でも夜間にイベン トが及ぶが

騒音などのクレームは一切ないとのことで音楽文化と相まって市民生活に溶け込んでいる状況

が うかがえる。

本市のホールにて飲酒などのサービスを導入する折は近隣の住民、商業店舗等に対 し、騒音

や飲酒運転などの抑止的なことがらの対策などを検討する必要がある、ちなみに堺市の管理下

ではないが泉ヶ丘駅前のビッグアイ研修室ではケータリングによる会食ができる場合があるが

ライブハウスのような音楽ホールでの飲酒や飲食が可能なところは近隣には存在 しない。

最後に北谷町、沖縄市議会事務局におかれましては受け入れに際してご調整をいただき感謝

申し上げます。また本市議会事務局調査法制化でも事前の調整を両議会事務局に取り計らいい

ただき、視察が円滑に終了致 しましたことに感謝申し上げます とともに北谷町と沖縄市の今後

の発展を祈念いたします。

出張報告にかかる領収書等の整理番号その他必要事項を下欄に記載すること

8T 3 , q_2 .q、 3 1q_4,キ0-2
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参考様式第 4号

出張報告は下記のとおりです。

出張報告書

令和 5年   11月  20日

大阪維新の会堺市議会議員団

会派の名称 。議員氏名  三宅 達也

1.目   的

記

急速に高齢化が進む南区、泉北ニュータウンの公共交通のうち泉北主要 3駅か

ら住民の足 となるのは現在バスであり高齢者の出かけ支援には多くの市民が 1

00円 の負担でバスを使っている。 自動運転技術の検証を重ねてきたが、大阪府

では万博開催を控えて回復するインバウン ドの影響でタクシーが不足する譲許

になっている。堺市においてもタクシー運転手の高齢化による台数の確保が困難

となり、また大阪市内の事業者間の 2種免許保有者の確保が困難になる恐れがあ

る。今回は以前本市で元交通政策監として携わっていただいた国土交通省市街地

整備筒井課長より富山県朝 日町、長野県茅野市の先進例をご紹介賜 り受け入れが

可能であつた富曲県朝 日町の過疎型のライ ドシェアの実車 と地域公共交通の実

情についてご教授いただ くことが目的で引き続きの本市でのライ ドシェアの検

討について議論を深めるため朝 日町の市の施設の視察を実施 した。

また、帰路途上若干の時間を使い東近江市で存続等の議論がある近江鉄道の人 日

市線について駅舎、近江鉄道 ミュージアムを見学 した。

令和 5年 11月 13日 (月 )～ 11月 14日 (火 )2.期  間

3,日 程 等

月  日 時 刻 出張先 (都市 。施設名等)

11月 13日 (月 ) 13時半～15時 朝日町役場 1階第 1会議室

15時～17時 朝日町ライ ドシェア 「ノンカル」実車

11月 14日  Ok)
夜食後堺に向けて出発するも大雨警報発令のため車

中泊 途中東近江市 (近江鉄道 「人 日市駅」)

l見察後帰阪
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4.面談者

富山県朝 日町

商工観光課

議会事務局

主幹・課長代理 地域交通係長

  (  )

地域交通係

  (  

総務係 主幹

  (  )
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5,報告内容 【調査内容や成果等にっいて、具体的に記載すること】

○朝 日町の地域公共交通の現状を理解するために町役場に訪れる前に時間を作 り、朝 日町の観

光協会を訪ねたアゼ リアホール とい う町の公共ホール とションピングセンターの中のコーナー

ではヒスイテラスを紹介いただいた。後でこのヒスイについては役場入口に巨大なヒスイが飾

つてあり (資料あり)役所、アゼ リアホール、泊悪尺、あさひ病院が中心的な拠点となっている。

この間を町が委託 し全城を 8台のコミュニティバスで結ぶのが主要な公共交通で 200円 /回 と

なつている。ションピングセンター開店前から車で待機 したり、高齢者が到着 しベンチで開店

を待つている様子であつた。これは後ほどのヒア リングでわかることだがコミュニティバスは

路線にもよるが 1日 /8便 との事で早朝買い物昼間便にて帰宅もしくは時間が合わなければタ

クシーか事前予約の今回実車 したノッカル朝 日町、ライ ドシェアしか帰宅する方法がないこと

に起因し町民が公共交通に行動予定を合わせるしかない。

以上の事柄がライ ドシェアがどうしても必要 となる根本的な要因であつた。

前段での事柄の理解はヒアリングでより深 く理解ができた、人口約 1万人世帯数 4600で
沿岸部から山間部まで長 く広がる町城は高齢化率が45%に 達 し、町内全域が過疎化指定され

消滅可能都市に挙げられている。町名の朝 日岳は 3000メ ー トル級で居住分布は沿岸部に集

中してお り前段の泊駅やあさひ病院、町役場が中心で海岸線沿いの主要道路にて他の都市につ

ながれている。

地域交通はあいの風 とやま鉄道 泊野尺黒東タクシー 9台 、あさひまちエクスプレス 北陸新幹

線富山駅と朝 日町を直通するバス そして朝 日町が委託運営 しているあさひまちバス 小型バ

ス 1台 とハイエース 2台 、今回実車 したノンカルあさひまち マイカーでの登録制約約 80台
がすべてであり、コミュニティバスは土曜 日、 日曜 日は利用できない。

つま り前段の平 日早朝に中心街に買い物や駅、役所に来た人は 200円 でいつたん用事を済ま

せると帰 りの便まで待つ とい うことか高額になるがタクシーを利用する以外手段はなかった、

そのタクシーです ら運転手は高肺化 し台数は減っている傾向とされている。特に北陸新幹線が

富山市内で開通 したことで富山市内を訪れる方が増えて市内のホテルやタクシーが足 りない傾

向であると仄聞 している、現実視察をおこなった 日は大雨警報が出ていたが富山で宿をとるこ

とができず、金沢市内でも泊まることができず、あわら温泉など高額な宿 しか空きがない状況

であった。

さて今回のライ ドシェアのノンカルあさひまちに うつるが以上のような背景のもと町が地域

公共交通を何 とか維持 し町民の移動を支援 しなければならない大命題のもと町でコミュニティ

バスのハー ド整備や路線強化も限界に達 した状況で町民の買い物、通院、習い事などのお出か

けの移動が可能にい うる手段 として町民が保有する約 8000台 のマイカーを何 とか利用する

ことができないかとあさひ町、黒東タクシー、外部の知見としてスズキ、博報堂が協力のもと

国土交通省 日本版 Mass事業採択で令和 2年 8月 から令和 3年の 2度の実証実験の後、令和 3

年 10月 以降で運行を開始した。

そこで今回疑問点について問い合わせた点を確認すると

① ドライバーに対する登録の安全講習とは

② 車両の任意保険の扱いは
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③ 飲酒運転に対するアルコールチェックは

④ 料金は?

⑤ 予約システムは?ど こが運用する?

⑥ 利用実績は?

⑦ 運転手がいないときは?

③ 町税投入額は ?

等を確認した。①に関しては地元の トヨタビスタに委託して 2時間以上の講習を義務づけ

②は対人・対物無制限の任意保険加入を必置とすること③はオンラインにてアルコールチェン

カを確認④は利用者は600円 /回 ドライバーには商品券での200円 /回⑤国東タクシーに委

託して hneと 電話申し込み、 ドライバーはアプリと lineで依頼確認⑥会員登録が令和 5年 7

月で368人予約は月約 100件以上で推移⑦登録運転手は lineで確認助け合 うがどうして

もドライバーがいないときは朝日町がリースしたスズキ軽自動車で登録した職員が運転する③

配車システム委託代、 ドライバー講習代で年間約 300万。

②の項目であくまでも個人所有のマイカーを使用するので任意保険書を確認までしていな

い、また現在まで事故などは起きていないとのことであつたが本市でもしライ ドシェアを導入

を検討するときはもう少し厳格化するべきではないかと思う。ノンカルあさひ町の共助から生

まれた制度ではあるが都市部では事故については万全に対策する必要がある。

③アルコールチェックは実車前に 1日 に 1回だけで改善の余地あり。

④項目の利用者負担が 600円 という金額だけで判断すると高額に感じるかもしれないが利用者

の移動距離を考えるとタクシーではワンメーターにとどまることはなく、平均的には 1800円

くらいタクシーを利用するとかかるようで予約が必要とはいえ金額は好評のようで本市のお出

かけ応援 100円 負担を紹介すると財政規模も差異があるが大いに羨望された。⑦の項目で月に

1度職員が運転することがあるかないかでほぼ運転することはないということだつた。

ライ ドシェアの総括として「交通空白地有償運送Jができるかどうかはあさひ町地域公共交

通会議における国東タクシーが配車委託を受けたり、コミュニティバスを直営している点が何

よりも大きく会議にて反射を受けることがないことがまず、ノンカルが定額 600円 で運送でき

る特徴であり地域公共交通会議でのもつぱらの課題はこれは現状オンデマンドバスを実証実験

中の堺市でも課題になるがステークホルダーであるタクシー業界との折り合いがこれからのラ

イ ドシャア導入のカギとなる可能性があり、住民の思いがステークホルダーによって前進でき

るかどうかを国土交通省の動き次第で変わつていく可能性があり、地域公共交通会議での議論

を着日していきたいと思 う。

合わせてライ ドシェアについては大阪府の議論も注視 して所属建設委員会で本市の考え方につ

いて議論を行つてまいりたい。

さて、上記あさひ町の役場における視察終了後同制度のこどもたちに習い事や塾に通うため同

施策の延長として「子供ノンカル」について見学するためにあさひ町の町有施設「らくち―の」

に向かう。この施設は清掃センターにあり焼却熱を利用した温浴施設で屋内プール、フィント

ネス施設があり、指定管理による子供のスイミングスクールの状況とノッカル利用状況を確認

する意味があったが残念ながらこの日は親が連れていく状況のみでノッカルの利用は見受けら
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れなかつた。

夕亥1に なり町内での宿泊地を定めていなかったため探 し求めたが、北陸新幹線の効果か当日

の大雨警報のためか温泉地での高額の宿泊地 しか見つからず、富山市内、金沢市内にて宿泊す

ることをあきらめ翌 日の人日市瞬沢、近江鉄道 ミュージアム見学のため高速道路で夜中に多賀イ

ンターヘ向かい車中泊を行 う。

ミュージアム見学や駅員に人日市線について話を聞く、この人 日市線の存続の議論で特に興味

を持つたのは選出いただいている関西広城連合議会の連合長三 日月知事が広域の議論 として存

続を約束 したいきさつがあり、滋賀県全体は人口が増加傾向にあったが旧来の人 日市市におい

てはこの人 日市の支線に対 して地元近江鉄道で存続議論があつたため見学に立ち寄つた。

駅では短時間であればロータリー内の駐車場が無料で使用できるように整備 されている。

しかし八 日市の支線の駅ではやはり乗降客は減 り、たとえはうまくないが南海電鉄の高師浜線

と似たような印象であつた。

今回全体の視察のテーマ、地域公共交通は本年 5月 に新型コロナウイルス感染症の 5類指定

がありその後の地域の公共交通の乗車客の激減が、昨今の高齢化による労働人口減少 とインバ

ウン ド回復がとり混ざつたような何とも言えない状況で過疎化 していく中で近江鉄道の議論で

も上下分離方式など継続 してもはやどこであろうと公共交通の維持に向けて議論を続けなけれ

ばならない状態でもちろんライ ドシェア、オンデマン ドバスの実証、そして阪堺電車に対する

接続や場合によつては存続にかかわる議論を遠 くない将来にする必要がある。

○追記 12月 20日  南海電鉄が子会社の泉北高速鉄道を統合すると発表があつた。

堺市南区選出の議員として今回視察をおこなつた朝日町のライ ドシェアとともに泉北高速鉄

道の統合、また次回議会までの間に視察を行 う京丹後市のライ ドシェアについても所属する建

設委員会で視察をふまえた議論を行いたい。

出張報告にかかる領収書等の整理番号その他必要事項を下欄に記載すること

11-4、 11-5、 1-2、 1-3
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参考様式第 4号

出張報告書

令和 6年   1月  20日

大阪維新の会堺市議会議員団

会派の名称・議 昌氏
=名

三宅 達也

出張報告は下記のとお りです。

記

1. 目 的 新型コロナウイルス感染症でインバウン ドの特に外国人観光客が激減 している中

で高山市においてはその感染症が広がる中でもホテルの建設が進んでいると仄

聞していると現在関西においても関空の外国人観光客が回復 しつつある中でいち

早 くインバ ウン ドの回復が見られる高山市の観光戦略 と飛騨高山ブラン ド戦略

の取 り組みを確認するため現地の視察を行つた。

令和 4年 11月 にこの自動運転の実証実験を視察させていただいたが岐阜市にお

いては自動運転車両による実証実験が 5か年延長 されることになった。

実証実験が 5か年で行われるケースも稀であるが自動運転をどのようにまちづく

りに活かすのか ?本市の東西交通と中心市街地の活性化に向けた SMIプ ロジェク

トと比較 したまちづ くりの議論を深めるため実証実験の実車の機会を賜 り視察を

おこなった。

2.期  間 令和 6年 1月 9日 (火)～ 1月 10日 (水 )

3,日 程 等

月  日 時 刻 出張先 (都市・施設名等)

1月 9日 (火 ) 13時～15時 山市役所

1月 10日 (水 ) 13時～15時 阜市役所

月  日 () 15時～16時 自動運転実証実験実車

月  日 ()

57



4 面談者

高山市 市議会副議長  

プロモーション戦略部

観光課 課長  

ブランド戦略課 課長 

 

 

  

岐阜市 都市建設部 交通政策課 課長

交通政策推進係長

交通政策推進係

  

  

  
0

岐阜市議会事務局 議事調査課 主任1    

i_)
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5,報告内容 【調査内容や成果等について、具体的に記載すること】

○観光課より高山市の魅力としての

① 祭、屋台

② 国選定重要伝統的建造物群保存地区である古い町並 飛騨民俗村 東山寺院群

③ 自然 温泉

④ 食文化 工芸品 飛騨の家具

などの魅力をしっかりと分析してこの部分は後半のブランド戦略でも触れるが四季ごとの

見せ方を工夫している。

実際に昼食をとるために古い町並み 上三之町を訪れてみると邦人のみならず、 1月 にも

かかわらず多くの外国人観光客が雪の中訪れていた。

ヒアリングでは2023年 ではほぼ400万人を超えてコロナ禍前の8割 まで来訪者は回

復しているとあつた。

古くは昭和 61年に国際観光都市を宣言し平成 8年に外国語 HP開設、平成 23年には海外

戦略専門部署が設置され、海外戦略ビジョンが策定されている。

コロナ前の 10年では外国人誘客は大幅に 6倍増加しているのも古くからの国際化のたま

ものであると推察される。

また 11言語のホームページによる情報発信、プロモーションパンフレット9言語

市内見どころ情報版 10言語 散策マップ 12言語と Wi―Fi設置ムスリム受け入れ体制

通訳養成、緊急紺応コミュニケーションサポーターなどのサービス充実は滞在時間の延長、

消費拡大につながっている。

まとめると①古くは40年前からの取組

②意欲ある民間事業者との連携

③最前線で接する市民の国際力をはぐくんだ結果。

ただ隣接する白川郷では雪の中に埋められたごみやオーバーツーリズムという課題は新た

に生まれつつある。

次に高山市 飛騨高山ブラン ド戦略のヒアリングにおいて先に述べたようにインナーブラ

ンディングとアウターブランディングに方向性を分けて考えてブラン ドカの共有 と強化や

発信に力を入れた結果 として

① ふるさと納税 コロナ禍での飛騨高山ファンを取 り込みポータルサイ トを利用 し3年間

の契約による戦略で 11倍に拡大 している。

飛騨高山の郷土教育は新たな価値の倉1出や市民、行政、事業者が同じ方向に向かつて目指す
べき方向性を共有することができる。
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2回 目の訪問となる岐阜市であるが、今回特に視察を岐阜市にお願いした背景では実証実験

が 5か年に渡 り計画され本年度が初年度になり令和 2年度から続 く実験 との変化を確認す

るため高山市観光戦略の視察の後訪問した。

以下は前回視察での報告を振 り返ると

「平成 31年から取 り組みを進める自動運転技術活用の研究が国のスマー トシティモデル

事業 (国交省)、 重点事業化促進プロジェク トに令和元年 5月 に選定、7月 に近未来技術等

社会実装事業 (内 閣府)と 積極的に岐阜市は観光や高齢化における公共交通の研究検証を熱

心に進めている。

特に過去バス交通について常任委員会で視察 した折にも大型の連結バスを民間活用し岐阜バス

が運用 していた。

一定市民の理解を得ながら令和 2年に 4日 間公道で自動運転バスを走行させ、市民にアンケ

ー ト調査を行い、社会受容性を検証 しその結果をしつか りと把握 し、① 自己の位置推定②信号

協調③横断者・障害物の検知等の課題を解決にむけて取 り組み今回の令和 4年度の実証実験に

はその紺策の技術が盛 り込まれた。

今回実施の実験は観光地、中心部の 2ルー トを準備、期間を 1カ 月と延長、路上設置カメラ

で対向車を把握 し、信号協調技術を使 うことなく通常の交通状態に近い状態で行われている。

また障害物を検知するだけでなくその障害物が何であるのか ?と い う適正化、岐阜バスのスタ

ッフと車両メーカーの両社の協力、施設内はレベル 4達成、新型 コロナウイルス対策のバス停

での体温、顔認証技術導入などおおよそ取 り入れ られる技術をほぼすべて網羅 したもので岐宇.

市の力の入れようが推察された。 J

以上のように前回視察を振 り返ると今回は実証実験を 5か年 として総額 7億 2000万 円と

して計画され公募型プロポーザル方式で以前に関わつていた BOLDLY(株 )を選定し、岐阜乗 り

合い自動車 (株)(株 )日 本タクシーがオペ レーター・遠隔監視者 として参画 している。実験

車両は以前導入されたナビヤ社アルマ 3台 をリースして実証実験契約終了後 3台の車両は岐阜

市に帰属する。

令和 5年度債務負担は 1億 2000万 円ですべて国費でまかない、岐阜市としては道路整備や

街路樹剪定などを市費で負担 している。

今回は路車協調システム、 86か所整備 された信号協調で完全 自動右折を実現 しようと交差

点などで導入 されている点、これはヒア リングによるとやは り圧倒的に自動運転の課題 として

対面直進車と横断歩道を渡る歩行者や 自転車運転者の尉応の課題が大きく、場合によつては左

折によるコース設定を行 う場合があるなど前回の実証実験から大きく変わつている。

また社会受容性の向上にむけて

① 市役所 しか乗降ができなかつた停留面を 9か所に拡大

② 水戸岡鋭治市デザインのバスランピングによる公共交通のシンボ リック、広報活動強化。

③ 学校モビリィティマネージメン トによる全小学校を対象に体験乗車を実施

前回視察の報告で力の入れようにふれたがこの 5か年でレベル 4の 自動運転を中心市街地で実

現する→ 日本初の中心市街地における自動運転を実現 しトップランナーを目指す として全国を
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牽引とうたっている

これを堺市の SMIプ ロジェク トに当てはめると

南海本線堺駅、南海高野線堺東、JR堺市馬尺と堺市の東西交通の弱みを克服し、中心市街地のに

ぎわいと活気を創出、新たなツージズムの構築、シビックプライ ドの醸成、自動運転バスが走

る街堺、先進技術に触れる機会を市民、未来を担うこどもたちと共有、環境に配慮した温室効

果ガスの削減と安全性の確保を目指すことを目標とする。

堺市の中心部における東西交通の議論は長 くの間議論を行つてきた。

東西における道路は通勤時間に渋滞が起 こり、南海電鉄の本線、高野線、」R阪和線の東西が鉄

軌道で連絡すべきであるとLRTの議論が本原市長時代、美原町の合併 と合わせてルー トや車両

が議論 された。竹山市長は多額の費用がかかるとこの計画を中止 したが長 らく東西交通の問題

はたなH西 しの状態であった。

永藤市政でこの東西交通の問題 と2024年 問題や 2種免許保持者や ドライバーの高齢化、

免許返納者に姑する利便性の高い公共交通の必要性と国における自動運転技術導入の実証実験

に対する国費充当や 2種免許保持者不足やインバウン ドの回復での ドライバー確保等の課題に

向けたライ ドシェアの議論が加速 している。

本市でも SMIプ ロジェク トに対する議論や昨年実施 した AIオンデマン ドバス、府内のライ

ドシェアの議論を途切れることなく行つていかなければならない。

出張報告にかかる領収書等の整理番号その他必要事項を下欄に記載すること

3-3、  3-4、  3-5、  3-6
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参考様式第 4号

出張報告は下記のとお りです。

出張報告書

会派の名称・議 邑氏名

令和 6年 2月 11日

大阪維新の会堺市議会議員団

三宅 達也

1,目   的

記

下記項目についての現地調査並びに取組みについてのヒアリング

①京丹後市「AI音声認識技術 (ELS△ AI)を活用した

英語力向上の取り組みについてJ

②京丹後市「ささえ合い交通について」

交通空白地に紺するライ ドシェアによる移動手段であるが先般行つた富山

県朝日町の視察との違いが明確にありUberシステムを使 うことによる、距

離に応じた料金を徴収している。

自家用草を使 うことや一般の住民が講習を経て ドライバー登録することに

違いはないが、導入で課題となるステークホルダーとの調整については現場

の生の声を確認 したく現地視察を行つた。

2。 期   間   令和 6年 1月 23日 (火)～令和 6年 1月 24日 (水 )

3,日 程 等

月  日 時 刻 出張先 (都市・施設名等)

① 1月 24日 (水 ) 10:00-1l115 京丹後市役所 本庁舎 (峰山庁舎)

② 1月 24日 (水 ) 13100-15:00 京丹後市役所 丹後庁舎
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4 面談者      ―

・京丹後市 峰山庁舎

京丹後市議会 副議長                 
京丹後市教員委員会事務局 教育次長          
京丹後市教育委員会事務局 理事兼学校教育課長     
京丹後市教育委員会事務局 学校教育課 主任兼指導主事 
京丹後市議会事務局 事務局長             

・京丹後市 丹後庁舎

NPO法人気張る !ふ るさと丹後町 専務理事

 様

 様

 様

 様

 様

  様
f)
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5.報告内容 【調査内容や成果等について、具体的に記載すること】

①京丹後市役所 本庁舎 (峰山庁舎)

○時系列の報告

前日23日 午後堺を出発 して視察先近隣に宿泊した、結果として夜半から深夜にかけて天候が崩

れ大雪になった。まずもつて荒天にもかかわらず視察を受け入れていただいた京丹

後教育委員会事務局の皆様に感謝申し上げる。

1月 24日  10:00 京丹後市役所に到着後、ヒアリング。

ご対応者

京丹後市議会 副議長                   様

京丹後市教員委員会事務局 教育次長            様

京丹後市教育委員会事務局 理事兼学校教育課長       様

京丹後市教育委員会事務局 学校教育課 主任兼指導主事   様

京丹後市議会事務局 事務局長               様

【AI音声認識技術 (ELSA AI)を活用 した英語力向上の取 り組みについて】

・京丹後市では GIGAス クール導入時より全中学校 6校でのアカウント取得によつて単に ICT活

用一人 と台のパソコン端末から AI認識による英語の発音に音声認識技術を採用し、令和 3年

に試験導入が始まっている実際に動かす状況を拝見すると

① まずは使いこなす教員のスキルについては戸田指導主事の役割が重要で様々な教師の疑問

に Teamsを用いて使用の例示を話 し合いながら導入を 1方向で進めるのではなく教師と教

育委員会の双方向のや り取りがまず大切であると感じた。

② その中で実績 として英語検定試験準 2級 とうスピーキングでの成果を確認 してみたが、顕

著な成果は出ていないとのことで全国学力学習状況調査では効果が出ているだけに今後は

合格者数の増加や検定試験受験者が増えれば期待ができる。

③ AI導入の会話構成の状況を鑑みると今後は生徒個人の状況や能力に応 じた会話を適切にAI

が導き個別の最適化が見込める一方でどのようなスピーキングが教師が確認できないこと

は若干の事後検証等で課題があるのではと感 じた。 (ス クリーンショント遡り機能などの

検証かソフ トウエア上の対策が必要では ?)

○移住促進として子どもたちの教育を強化 して京丹後市での学力向上や特色ある教育の一環として

導入を決定しているが予算獲得には市長の理解が必要である、仄聞では年間600万円1200人。

堺市での全校導入約 20400人 ではイニシャルコス ト1億円以上必要になる。

財政措置の議論とともに教育の現場におけるAI活用と教員の負担軽減、家庭学習とのバランスが

必要であると感 じた。

さて、京丹後市は令和 4年 7月 に京丹後市教育大綱を策定しているが旧来の京丹後市教育振興計

画の上位的なもので計画中就学前、小、中学校を振興計画で進め、高校、専門学校、大学における教

育大綱の位置づけや誰一人取り残されることなく、生き抜く力、豊かに生きる力をもつてもらうとい

う京丹後中山市長の教育への熱意がうかがえる。

64



② 京丹後市 丹後庁舎

○時系列の報告

1月 24日 峰山庁舎から丹後庁合に向かい、 18i00到 着。ヒアリングを行 う。

ご対応者

NPO法人気張る !ふ るさと丹後町 専務理事         様

【ささえ合い交通について】

以下ヒアリングによると

丹後町は人口4,522人 、65歳以上の高齢者が 2,058人、高齢化率 45,4%。

急な坂が多く雪が積もると移動が困難となる。

ポイントとして 2008年、丹後町内のタクシー会社が撤退し、交通問題が課題となり、2009年 NPO

法人 「気張る!ふ るさと丹後町」が設立された。

2014年市営バス (デマンド型)を市から受話運航開始。

2016年公共交通空白地有償運送 「ささえ合い交通」運行開始。

ささえ合い交通 ドライバー数 :16名 (国への登録)

丹後町で運行されているささえ合い交通は、スマー トフォン等を使い Uberで配車、マイカーを使

つたライ ドシェア型公共交通で、NPO法人 「気張る!ふ るさと丹後町」が運営している。

スマー トフォンを持つていない高齢者の代理呼び出しをNPOが行なつている。

運行区域は、来車は丹後町内及び町外の弥栄病院、降車は京丹後市全域 (市外は不可)

料金は距離制で、初乗 り1.5kmま で480円 、以降 120円 /kmで加算される。

当初はクレジットカー ド決済のみ。2016年 12月 から現金支払いも可能となった。

運行時間は午前 8時から年後 8時 (865日 運休 日なし)

利用者は丹後町民、観光客等。

上記の市営バスオンデマンド型の委託費があるためこのライ ドシェア型が運営できているがUb

erの システム使用料については明かすことはできないとのことだつた。

ステークホルダーの話つまり地域公共交通会議で新たな公共交通を始めるときは上記のようにバ

ス、タクシーの事業者の理解がないと前にすすまないがそもそも論、タクシー会社の撤退と市営バ

スの受話によつて交通空白をまさしく解決すべく東理事が名乗りを出ているがこのライ ドシェア型

の課題は乗車地が丹後町限定、また降車地は丹後市内に限られる。

タクシー事業者が保有台数にもよるがこの制限を受けないことから地域の交通空白に対しての解

決はできるがインバウン ドなどの対応には制限が加わる。

また運営婆初の国土交通省からタクシー事業の半額波との意見があり今般の見直しで料金の引き上

げが可能になった (タ クシーの 8割 )

他のライ ドシェアが停留所方式であるが ドアツー ドアと好きなところで乗降できる点は便利な反

面、乗降時の転倒などもドライバーの責任になりそのための保障として賠償保険加入は法人の負担

となる

さて本市状況を鑑みると多数のタクシー業者が営業を堺市内で行つている現在、タクシーやバス事
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業の主な課題は運転手の確保、 2種免許保持者の雇用であるが

① 少子化、高齢化による労働人日の低下

② 2種免許取得者の高齢化

③ ノミス、タクシー運送事業通しの人材の取合い

④ 顧客集中地帯つまり営業区域のシフ ト (大阪市内へのシフト)に よる

⑤ バスであればバス路線の配慮が必要、路線営業範囲であれば料金についても調整しなければ共倒

れになる

ただ本市においても当然ながらバス路線が撤退したり、縮減したりすることは多分にあり、実証実験

を行つたオンデマンドバスも路線のないところで実証が行われている。

一方住民、利用者としては安価で利便性が高い交通手段、高齢化に伴い免許の返納を促す点などを鑑

みると本市はお出かけ応援バスの制度があり往復 200円 の負担で南海、近鉄バスを利用すること

ができる。この利便性と価格を既存の公共交通でバランスをとることが本市ではかなりのハー ドル

になる。これは高齢者にとっていわゆる片道 100円以上支払 うにあたつては利便性が今以上に高

い、 ドア・ツー・ ドアかより多く居住地より近い停留所が必要。

バスやタクシー事業者には運転手確保や公共交通維持のための補助金が望まれている。

今後地域公共交通を維持 しながらこれら課題を解決する方策として国では自動運転による技術革新

での解決 (自 動運転レベル 4)

2種免許保持者以外の運転手による運送事業を可能にする規制緩和 (ラ イ ドシェア)

現況の制度上で一定の定時制を維持 した乗 り合いタクシーやデマン ド交通としてのバス停留所以外

でのオンデマン ドバスが考えられる。

まもなく令和 5年度最後の建設委員会では大阪府内で導入予定のライ ドシェアと地域公共交通に

ついて視察の経験を生かして議論する予定である。

出張報告にかかる領収書等の整理番号その他必要事項を下欄に記載すること

1-11、 3-7、 3-10
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大 阪 府 堺 市 議 会 行 政 視 察

第次

日 時 令和 5年 11月 13日 (月 )

午後 1時 30分～

場 所 朝 日町役場 1階第 1会議室

「
´`

)

1 あいさつ

2研 修
「ノッカルあさひまち」について

3 質疑応答

4 ノッカル乗車

ジ
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富山県朝日町

主幹
 

と

〒9300793富 山県下新川郡朝日町道下n33

TEL(0765)83-1100 FAX(0765)83-1103
URL htt :
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自治体関係の方  
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鶉

富山県朝日町

商工観光課
主幹・課長代理

、 地域交通係長

富山県朝日町 商工観光課
地域交通係

 

揺
〒939‐ 0793 富山県下新川郡朝日町道下1133

【TEL】 0765‐ 83‐ 1100 【FAX】 0765‐ 83‐ 1109

(自 治体の方)   

(そ の他の方)r   朝日町HP
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